
 

 

 

 

  

青森県市町村総合事務組合規約 新旧対照表 

改正案 現行 
第一条～第十四条 略 

 

別表第一 略 

 

別表第二（第三条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

一～九 略 略 

十 市町村税の滞納整理

に関する次の事務 

 イ 地方税法（昭和二

十五年法律第二百二

十六号)第一条第一

項第十四号に規定す

る地方団体の徴収

金、森林環境税及び

森林環境譲与税に関

する法律（平成三十

一年法律第三号）第

二条第五号に規定す

る森林環境税に係る

徴収金並びに国民健

康保険法（昭和三十

三年法律第百九十二

号）第七十六条に規

定する保険料及び第

七十九条第三項に規

定する延滞金につ

き、督促状で指定す

る期限内に納付又は

納入しない者に対す

る滞納処分の実施に

関する事務 

 ロ 略 

 ハ 略 

 

略 

十一 略 略 
 

第一条～第十四条 略 

 

別表第一 略 

 

別表第二（第三条関係） 

共同処理する事務 組合市町村等 

一～九 略 略 

十 市町村税の滞納整理

に関する次の事務 

 イ 地方税法（昭和二

十五年法律第二百二

十六号)第一条第一

項第十四号に規定す

る地方団体の徴収 

金         

          

          

          

          

          

   並びに国民健

康保険法（昭和三十

三年法律第百九十二

号）第七十六条に規

定する保険料及び第

七十九条第三項に規

定する延滞金につ

き、督促状で指定す

る期限内に納付又は

納入しない者に対す

る滞納処分の実施に

関する事務 

 ロ 略 

 ハ 略 

 

略 

十一 略 略 
 

 

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日 
総務企画常任委員会資料 
税 務 部 納 税 支 援 課 
 

資 料 ２ 
（議案第１０７号関連） 


